
 

別紙様式第 1 号（第 7 条関係） 

中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律 

第 7 条第 1 項に規定する説明書類 

 

第 1 第 6 条第１項第 1 号に規定する法第 4 条及び第 5 条の規定に基づく措置の実施に関する方

針の概要 

 

（１）取組みの方針        

  四国労働金庫は、勤労者のための金融機関として、勤労者福祉の向上のために金融円滑化に努

めてまいりました。2008 年に勤労者を取り巻く労働経済情勢が急激に悪化したことに対しては、

理事会にて緊急課題として「生活応援運動」を拡充し、常務会を中心に勤労者のための金融円滑

化を促進してまいりました。特に、勤労者の賃金・一時金が減少して返済が難しくなる事態に対

応し、住宅資金借入者の返済計画見直し相談の取組みを積極的に行っております。 

  このたびの「金融円滑化法」の内容は、住宅資金借入者に対して労働金庫が率先して取り組ん

できたことであり、「金融円滑化法」施行を契機に、金庫としての取組み態勢を再整理し、常務

会主導のもと、「金融円滑化法」に適切に対応します。 

  具体的には、融資のご利用者から返済計画の見直しにかかる相談があった場合には、きめ細

かく協議を行い、中小企業者からの事業資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込

みや住宅資金借入者からの住宅資金に関する債務の弁済に係る負担の軽減に関する申込みに対し

ては、当該中小企業者の事業についての改善または再生の可能性その他の状況や当該住宅資金借

入者の財産および収入の状況のみならず家計全体に目配りを行い、支出面の改善も勘案しつつ、

できる限り債務の弁済に係る負担を軽減するために必要な措置を取るよう努めます。 

  また、貸付条件の変更等について、他の金融機関、住宅金融支援機構、信用保証機関等が関

係している場合には、独占禁止法や個人情報保護法に留意しつつ、当該機関と緊密な連携を図

って対応します。 

  なお、中小企業者対応については、当金庫では、対象となるご利用者が少ないことから、ご

利用者からの申し出を待たず、ご利用者に直接面談して取組みの方針等を説明します。 

 

（２）取組体制（別紙参照） 

  ①体制および責任者等 

ア．理事会が方針策定、関連規程の制定や改定ならびにこれらの周知徹底を行います。 

イ．常務会が計画、進捗管理、検証・評価、改善を主導し、理事会への報告と提案、関連

要領・マニュアルの制定や改定を行います。 

   ウ．専務理事を担当役員とします。 

   エ．経営統括部長を管理責任者とします。 

   オ．本部各関係部長、各営業店長、各ローンセンター所長を管理担当者とします。 

   カ．お客様相談センター所長を苦情相談担当責任者とします。 
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 ②相談・受付体制 

    ア．通常の窓口 

    ⅰ)営業店およびローンセンター窓口では、融資担当を中心にご利用者からの相談・お申

込みに真摯に対応します。 

     ⅱ)お客様相談窓口（電話相談）では、ご利用者の要望をお伺いし、取引店にその情報を

提供し、適切に引き継ぎます。 

     ⅲ)営業推進担当者はご利用者の要望があった場合、職場やご自宅に訪問し、相談・お申

込みに対応します。 

    ⅳ）会員と連携し、返済計画見直し相談会を開催し、ご利用者の相談・お申込みに対応

します。 

   イ．土日相談・平日時間延長相談 

    ⅰ）土日相談 

     10 時～17 時に、各ローンセンターにおいて相談・お申込に対応します。 

     一部の営業店では、毎月第 1・第 3日曜日に相談会を開催します。 

ⅱ）平日時間延長相談 

徳島地区・香川地区・愛媛地区の一部の営業店では、平日 17 時まで相談・お申込に

対応します。 

また高知地区の営業店では、毎週水曜日は 19 時まで相談・お申込に対応します。 

 

第 2 第 6 条第 1 項第 2 号に規定する法第 4 条及び第 5 条の規定に基づく措置の状況を適切に把

握するための体制の概要       

 

   ご利用者の相談 1 案件ごとに「貸付条件変更等相談シート」に経過や内容を記録し、5 年

間保存します。また、謝絶および取下げの場合には、その理由を可能な限り具体的に記録し、

5 年間保存します。 

   各営業店および各ローンセンターは、「貸付条件変更等相談シート」に基づき、実施状況

（申込み・実行・謝絶・審査中・取下げの件数、金額や謝絶および取下げ理由）を営業統括

部へ月次で報告します。営業統括部は集計結果を経営統括部へ月次で報告します。また、お

客様相談センターは苦情受付記録を経営統括部へ月次で報告します。 

   これらの報告については、経営統括部で取りまとめの後、本部関係部で状況を的確に分析

します。また、モニタリング結果等もふまえ、金融円滑化管理の実効性の検証したうえで、方

針、規程、態勢の改善策を検討し、常務会に提案します。  

    

第 3 第 6 条第 1 項第 3 号に規定する法第 4 条及び第 5 条の規定に基づく措置に係る苦情相談を

適切に行うための体制の概要  

      

   お客様相談センターに、貸付条件の変更等にかかる苦情相談を受付ける担当責任者および担
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当者を置き、苦情相談に適切に対応します。苦情相談についても貸付条件の変更等の相談と同

様に受付記録を作成し、5年間保存します。 

 

貸付条件変更にかかる苦情相談窓口 

 電話番号 0120－505－690 

         受付時間 9 時～17 時（ただし、当金庫の休業日を除く） 

 

第 4 第 6 条第 1 項第 4 号に規定する法第 4 条の規定に基づく措置をとった後において、当該措

置に係る中小事業者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の

概要 

 

  当金庫では、ご利用者の融資の貸付条件を変更した場合は、当該ご利用者について管轄営

業店と本部融資管理部門が連携して対応し、経営状況を継続的に把握して、定期的に相談を

行い、事業についての改善又は再生のための支援を行います。 

    

以上 

 

本件について、ご不明な点等がございましたら、当金庫の各営業店のほか、次のお問合せ窓

口までお申し出ください。 

        

               四国労働金庫経営統括部 

 電話番号 087－811－8004 

         受付時間 9 時～17 時（ただし、当金庫の休業日を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


